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 ＳＮＳは便利なコミュニケーションツールですが、思いがけず消費者トラブルに
巻き込まれることがあります。ＳＮＳ上では話の合う知り合いでも、お金を払った
途端、連絡がとれなくなる事もあります。また、身分証明書（学生証、運転免許証、
マイナンバーカード等）を写真などで送ってしまうと、取り戻すことは難しく、
悪用されてより大きなトラブルに発展することもあります。

あ な た を 狙 っ た 詐 欺 や
悪 質 商 法 に ご 注 意 く だ さ い

ＳＮＳのリスクを認識し、
・本当に信用できる相手か慎重に判断！
・学生証などの身分証明書は、写真でも他人に
 絶対渡さない！

ＳＮＳをきっかけとしたトラブルに注意！
 『ＳＮＳで「アイドルの公演のチケットを譲る」という人に、身分証明として、
学生証の写真を送り、コンビニで購入したプリペイドカードの番号を伝えたが、
結局チケットは届かず、個人情報の悪用が心配だ』といったＳＮＳをきっかけと
したトラブルが増加しています。
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開設しました！
ぜひご覧ください


